
 

２  原状回復に関する契約条件等の開示 

現行、賃貸借における原状回復に関する契約条件等の開示については、特に法的な規制はなされ

ていない。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が賃貸借の代理、媒介を行う場合、重要事項

説明項目として、解約時の敷金等の精算に関する事項の説明が義務付けられているが、契約時にそ

の内容が決定していない場合には、その旨説明すればよいこととなっている。 

ところで、原状回復にかかる費用は、入居当初には発生しないものの、いずれ賃借人が一定に負

担する可能性のあるものであり、賃料や敷金などと同様にその内容、金額等の条件によっては、賃

貸借契約締結の重要な判断材料となる可能性がある。こうしたことからも、原状回復の問題は、単

に契約終了時だけでなく、賃貸借契約当初の問題としてとらえる必要がある。 

このため、賃貸人・賃借人の修繕負担、賃借人の負担範囲、原状回復工事施工目安単価などを明

記している原状回復条件を契約書に添付し、賃貸人と賃借人の双方が原状回復条件についてあらか

じめ合意しておくことが重要である。その際の様式については、別表３（P.25参照）を参考に積極

的に活用されることが望ましい。なお、原状回復工事施工目安単価は、あくまでも目安として把握

可能な単価について、可能な限り記述していくことが望まれるものであり、「例外としての特約」の

内容としては、例えば、「クロス張替費用（居室内でのペット飼育を認めるため）」などが想定され

る。 

(1） 賃貸借契約締結時における契約条件の開示等について 

① 賃貸借契約書は「賃貸住宅標準契約書」（以下「標準契約書」という。）や本ガイドラインの示

す一般的な基準を参考に作成されているが、一部ではこれ以外の契約書も使われている。 
いずれの契約書であれ、その内容については、賃貸人・賃借人双方の十分な認識のもとで合意

したものでなければならない。一般に、賃貸借契約書は、貸手側で作成することが多いことから、

トラブルを予防する観点からは、賃貸人は、賃借人に対して、本ガイドラインを参考に、明け渡

しの際の原状回復の内容等を具体的に契約前に開示し、賃借人の十分な確認を得たうえで、双方

の合意により契約事項として取り決める必要がある。 
② 宅地建物取引業者が賃貸借を媒介・代理をするとき、当該業者は、重要事項説明における 
｢解約時の敷金等の精算に関する事項」には、原状回復にかかる事項が含まれるものであることを

認識しておく必要がある。 
さらに、賃貸借契約書の作成に際し、原状回復の内容等について、標準契約書や本ガイドライ

ン等を参考にしてその作成を行い、そのうえで、媒介・代理をする宅地建物取引業者は、重要事

項及び契約事項として契約当事者に十分に説明することが望まれる。 
 

(2) 特約について 

 賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則

から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせ

ることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕（小修繕）を賃借人負担とする

旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損

耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個

の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留
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意すべきである。 

【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】 

① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること 

② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて 

認識していること 

③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること 

特に、最高裁判例では、「建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に

生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、

減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われてい

る。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗及び経年変化についての原状

回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務

が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗及び経年変

化の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかで

ない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容と

したものと認められるなど、その旨の通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要である

と解するのが相当である」との判断が示されている。 
また、消費者契約法では、その第 9 条 1 項 1 号で「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の

予定」等について、「平均的な損害の額を超えるもの」はその超える部分で無効であること、同法

10 条で「民法、商法」等による場合に比し、「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重す

る消費者契約の条項であって、消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と規定されて

いる。 
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上

で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性につい

ては、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人

に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。 
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしていると

の事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原

状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠か

せないものであると考えられる。 
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q＆A の Q3（P.38）、Q16（P.45）を参照され

たい。 

 

(3) 物件・設備の使用上の注意・留意事項の周知について 
賃貸住宅の居住ルールなどについては、「使用細則」、「入居のしおり」などによって周知されてい

る場合が多いが、その際に、原状回復に関係する物件・設備についての使用上の注意・留意事項に

ついてもあわせて周知することが、原状回復にかかるトラブルの未然防止にも役立つものと考えら

れる。具体的には、用法の順守、日常的な手入れや清掃等の善管注意義務、設備の使用上の注意事

項などを盛り込み、周知することが考えられる。
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